
令和２年７月豪雨により、熊本県球磨村の特別養護老人ホームにおいて、多数の利用者が亡くなる被害を受け、
高齢者施設等の水害対策のための垂直避難エレベーター、スロープ、避難スペース確保等の改修工事等にかかる費用
の補助を行う。

高齢者施設等の水害対策強化事業
（地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金のメニュー）

■施設の水害対策のための工事・設備（例）

定員規模 施設種別 補助率 上限額 下限額 実施主体

定員29人以下

小規模特別養護老人ホーム、小規模介護老人保健
施設、小規模ケアハウス、小規模介護医療院

定額補助

1,540万円/施設

総事業費80万円
/施設

市区町村
（指定都市・中核市を含む）

小規模養護老人ホーム、認知症高齢者グループホー
ム、小規模多機能型居宅介護事業所 等 773万円/施設

定員30人以上
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、軽費
老人ホーム、養護老人ホーム、介護医療院

国 1/2
自治体 1/4
事業者 1/4

無し
総事業費80万円

/施設

都道府県
（指定都市・中核市を含む）

■補助率・上限額等

■補助目的

大雨等により、発生し得る災害に備えて、高齢者施設等の利用者が、円滑で安全な避難ができるような施設整備を行うことで、有効な

避難手段の確保と避難自体に要する時間の短縮を図る。

・ エレベーターの設置工事（既存のものを更新するのは対象外とする。）

・ 車椅子での迅速な避難を促進するためのスロープ設置工事

・ 施設で利用者や職員が避難できるようなスペース確保のための改修工事

・ 非常用自家発電設備装置等の電気設備を水害から守るために、設備を屋上等に移設するための工事

・ 施設の出入り口からの浸水や土砂流入を防ぐための止水板等の設置工事 など

※事業者の事業内容が水害対策に資するかどうか判断できない場合は、防災部局と適宜調整すること。



高齢者施設等の水害対策強化事業
（地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金のメニュー）

区 域 指定 （参考）行為規制等

災害危険区域(出水等)
＜建築基準法＞

地方公共団体
・災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関
する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
（法第39条第2項）

土砂災害特別警戒区域
＜土砂災害警戒区域等における土砂災害防災
対策の推進に関する法律＞

都道府県知事

・特別警戒区域内において、都市計画法第4条第12項の開発行為で当該開発行為をする
土地の区域内において建築が予定されている建築物の用途が制限用途であるものをしようと
する者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。（法第10条第1
項）
※制限用途：
住宅（自己用除く）、防災上の配慮を要するものが利用する社会福祉施設、学校、医療
施設

地すべり防止区域
＜地すべり等防止法＞

国土交通大臣、
農林水産大臣

・地すべり防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県
知事の許可を受けなければならない。（法第18条第1項）
・のり切り（長さ3m）、切土（直高2m）など

急傾斜地崩壊危険区域
＜急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する
法律＞

都道府県知事
・急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を
受けなければ、してはならない。（法第7条第1項）
・のり切り（長さ3m）、切土（直高2m）など

津波災害特別警戒区域
＜津波防災地域づくりに関する法律＞

都道府県知事
市町村の条例

・特別警戒区域内において、政令で定める土地の形質の変更を伴う開発行為で当該開発行
為をする土地の区域内において建築が予定されている建築物の用途が制限用途であるもの
をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない。
（法第73条第1項）

浸水想定区域
＜水防法＞

（洪水）国土交通大臣、
都道府県知事

（雨水出水）都道府県知事、
市町村長

（高潮）都道府県知事

なし

土砂災害警戒区域
＜土砂災害警戒区域等における土砂災害防災
対策の推進に関する法律＞

都道府県知事 なし

都市洪水想定区域、都市浸水想定区域
＜特定都市河川浸水被害対策法＞

国土交通大臣、
都道府県知事 等

なし

津波災害警戒区域
＜津波防災地域づくりに関する法律＞

都道府県知事 なし

災害イエロー
ゾーン

災害レッド
ゾーン

■補助対象となる地域

原則、下表に該当する地域に所在する高齢者施設等を対象とする。

ただし、災害レッドゾーンを優先するとともに、浸水想定区域については、浸水深に応じて優先する。


